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令和 7 年度助成事業実施報告会（令和 8 年 5 月開催）の進め方について 
 

 
１ 開催趣旨 

  ・寄付者や区⺠等に、寄付⾦の活⽤成果を報告する 
・審査会委員が助成団体に今後に向けた助⾔等を⾏うことで、活動の更なる発展を⽬指す 

 
２ 現状 
  ・令和 6 年度助成事業実施報告会では、10 団体参加で、1 団体当たり 10 分（発表 5 分+助⾔等 5

分）とし、報告会全体で 2 時間、さらに評価の審議で 1 時間少々要している。 
  ・助成団体が集まる機会として、休憩時間や報告会終了後には、積極的な交流が⾏われている。 
  ・審査会からは、団体全体に対する助⾔や、団体同⼠の連携に関する意⾒をいただいている。 
 
３ 課題 

・令和 7 年度は助成団体数の増加（10→12 団体）により、報告会及び評価の審議にさらに時間を
要することとなるため、より効果的・効率的な開催方法を検討する必要がある。 

 
４ 報告会の流れ（案） 

・団体は、開会から閉会まで参加とする。（個別の事情があれば途中入退室 OK） 
・すみだの⼒（スタート・ステップアップ）、すみだの夢の３グループに分け、１グループずつ全

団体が発表し、グループごとにまとめて委員から助⾔等を⾏う。 
    

開始時間 内容 
0︓00 開会 
0︓05 すみだの⼒（ステップアップ）【5 分報告＋1 分準備】×7 団体 
0︓47 委員からの助⾔等   【15 分】（団体代表者のみ前方にて着席） 
1︓02 休憩 
1︓10 すみだの⼒（スタート）【5 分報告＋1 分準備】×3 団体 
1︓28 委員からの助⾔等    【8 分】（団体代表者のみ前方にて着席） 
1︓36 すみだの夢       【5 分報告＋1 分準備】×2 団体 
1︓48 委員からの助⾔等    【8 分】（団体代表者のみ前方にて着席） 
1︓56 閉会 

 
・審査会は、別室に移って開催する。 

   報告会会場は、時間を決めて（終了後 30 分程度）団体の⾃由交流の場として開放する。 
（事前にアナウンス。担当者１名が現場責任者として会場に残る） 
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５ 審査会の流れ（案） 
  １団体ずつ個別に評価の審議をするのではなく、発表同様３グループに分けてまとめて審議を⾏う。 
  個々の評価やアドバイス等は評価コメント表に記載いただき、特に審査会で共有すべき内容を中心

に審議いただく。 
  【審議⽬安時間】計 40 分 

すみだの⼒（ステップアップ）７団体⇒20 分 
   すみだの⼒（スタート）   3 団体⇒10 分 
   すみだの夢         2 団体⇒10 分 
 
６ 団体からの事前質問（案） 
  活動における課題等、委員に助⾔いただきたい事項を事前に団体から聴取し、助⾔できる部分につ

いては、コメント表に記載したり、審査会内で協議する。 
 


